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国立大学法人広島大学中期計画 

ₒ  ₓ 

ₒ  ₓ 

ₒ  ₓ 

ₒ  ₓ 

ₒ  ₓ 

ₒ  ₓ 

 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

（学士課程） 

⌐╟╢ ─ ╩ ╕ⅎ ─ ⌐ ∂√ ─

⇔╩ ℮⁹ 

（大学院課程） 

ᵑ ⱨ▼♬♇◒☻ ┘ ╩ ⇔ ™ ─ ╣╩

∆╢⁹ 

ᵒ ╩ ⇔√ ⌂≥ ╩ ⌐ ╣╢√╘─ ⌂

╩ ℮⁹ 

 

（２）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

（学士課程） 

ᵑ ꜞⱬꜝꜟ▪כ♠─ ╩ ⌐ ╣ ≤ ⇔√ ╩ ⇔√

╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ⱪ꜡◓ꜝⱶ≢─ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ∆╢≤≤╙

⌐ ≤─ ╩ ⇔ ─ ╩ ╛∆⁹ 

ᵓ ─ ⌐ ⇔√ ─ ╩ ℮≤≤╙⌐ ─ ╩

℮↓≤⌐╟╡ ⅝╘ ⅛⌂ ╩ ∆╢⁹ 

ᵔ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ה ╩ ™ ⌐ ∂≡ ה ∆╢⁹ 

（大学院課程） 

ᵑ ─ ≤─ ☺ꜛ▬fi♩ⱪ꜡◓ꜝⱶ ╩ ⇔√ ⌐ ∆╢

⌂◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ⌂꜠ⱬꜟ─ ─ ⌐ ⅜╢ ╩ ⅎ√ ╩

∆╢⁹ 

ᵓ ⅜ ⌂ ⌂ ╩ ℮⁹ 

（専門職学位課程） 

ה ┘ ─ ╛ ⌐ ∆╢ ╩☼כ♬ ╕ⅎ

ה ─ ה ╩ ℮≤≤╙⌐ ╩ ∆╢⁹ 

 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ─ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ─ ⌐ ⅜╢ ה ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

ᵓ ─ ─ ⌐ ╩☻ⱦכ◘√∫ ⇔ ה ╩ ∆

╢⁹ 

ᵔ ┘ ╩ ∆╢⁹ 

 

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ◐ꜗfiⱤ☻ ─ ─ ה ╩ ╡ ⱪꜝ◙╩ ∆
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╢≤≤╙⌐ ⱪꜝ◙ ╩ ╘√ ◄ꜞ▪╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⅜ ⌐ ∆╢

◦☻♥ⱶ╩ ∆╢⁹ 

ᵓ ╛ ≤ ⇔ ╩ ╘√◐ꜗꜞ▪ ◦☻♥ⱶ╩

∆╢⁹ 

ᵔ ה ⅜ ┬▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ה ∆╢⁹ 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ─ ≤∆═⅝ ╩ ⌐ ⇔ ⌐ ↑≡ ה

╩ ℮⁹ 

ᵒ ╩ ⌐ ⇔≡ ה ─

╩ ℮≤≤╙⌐ ─ ╩ ≢⅝╢ ╖╩ ⇔ ∕─ ⌐

∆╢ ╩ ℮⁹ 

ᵓ ⌐⅔↑╢ ─ ┘ ⌐ ╢ ◦☻♥ⱶ ┘ ╩

⇔ ─ ™◦☻♥ⱶ⌐ ∆╢⁹ 

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ⇔™ ─ ╩ ⇔√ ─ ⅜ ≢⅝╢╟℮ ╩

⌐ ∆╢⁹ 

ᵒ ─ ה ╩ ™ ≤⇔≡ ⌐ ╡ ╗ ╩ ⌐

─√╘⌐ ⌂ ─ ╩ ℮⁹ 

ᵓ ⌂ ╩ ⇔ ╣√ ╩ ∆╢⁹ 

ᵔ ה ─ ≤⇔≡ ╩ꜟ♫כꜗ☺ ╗ ┘

╩ ⌐ ∆╢⁹ 

ᵕ ╛ ≤─ ⌐╟╡ ╩ ≢ ⇔ ╩ ⌐

∆╢⁹ 

ᵖ ה ⅜∕─ ≤ ╩ √∑╢╟℮ ╩ ℮⁹ 

 

３ その他の目標を達成するための措置 
（１）地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するための措置 

₈ ─√╘─ ₉≤⇔≡ ≢ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ─ ╩ ™ ─
└╤⇔╕ ⌐ ∆╢ ה ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ≤⇔≡─
≤ ─ ─ ☼כ♬ ≤ ─ ☼כ◦ ─
⌂ⱴ♇♅fi◓⌐╟╢ ─ ⁸ ⌐│ ≤ ⅜ ⇔≡ ╩

∆╢↓≤≢ ─ ה ⌐ ∆╢ ₈└╤⇔╕ ₉₈
₉₈ ⅜™ ₉ ╩ ╘╢⁹ 

 

（２）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ─₈ ₉ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ⇔≡™╢ ╩ ⇔ ⌐ ∂≡ ⇔╩ ℮⁹ 

ᵓ ꜞכ◘הꜟ●כⱦ☻ה☿fi♃כ╩ ∂≡ ⌂≥

⌐ ∆╢ ─☻ⱦכ◘ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

ᵔ ─ ┘ ⌐≈™≡ ⌐ ╩ ℮⁹ 

ᵕ ─ ╩ ⇔ ╩ ∆╢⁹ 

ᵖ ─ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ⱪ꜡◓ꜝⱶ ⌐ ∆╢ ╡ ╖╩ ⌐

╘ ₈ ⅜ ∆╢ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ₉─ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ─ ⌂

≥ ⅜ ≤⌂∫≡ ⌐ ╡ ╗ ╩ ∆╢⁹ 

ᵗ ה ≤─ ⌐╟╢ ה ╩ ╘╢√╘ ◐ꜗfiⱤ☻⌐

₈ ☿fi♃כ ₉╩ ∆╢≤≤╙⌐ ☿fi♃כ≢ ∆╢ ה

ⱪ꜡☺▼◒♩─ ╩ ╘╢⁹ 
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（３）国際化に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ╣√ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ─ ⌐╟╢ ⌂≥ ╩ ה ∆╢⁹ 

ᵓ ╩ ∆╢√╘─ ╩ ⇔ ╩ ה ∆╢≤≤╙

⌐ ⌐ ∂≡ ─ ─ →╩ ℮⁹ 

ᵔ ─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

ᵕ ─ ≤─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ⇔ ה ╩ ∆╢⁹ 

ᵖ ⌐ ≢⅝╢ ─ ╙ ╘√ ─ ╩ ™ ┼─

╩ ∆╢⁹ 

ᵗ ─ ─√╘─ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

ᵘ ☻כⱤכ꜡◓כⱣꜟ ₈ ╩◐ꜗfiⱤ☻≤⇔≡ ∆╢

₉ ─ ⌐ ↑ ─ ╩ ╘╢√╘ ♫fiⱣ

ꜞfi◓─ 100 ◦ꜝⱣ☻─ 100 ╩ ⇔ ה ─ ╩

↕∑ ⅛╠ ⌂ ╩ ∆╢√╘ כ♃כ◊◒─

─ ╩ 100 ∆╢≤≤╙⌐ ─ ╩ 12% 25

─ ╩ 10 25 ↕∑╢⁹ 

 

（４）附属病院に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ⌐ ∂ √⌂ ╩ ┘ ╩ ∆╢⌂≥ ╩ ⇔

─ ⌐ ⌂ ה ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ
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─ ⌐ ∂√ ╩ ה ∆╢⁹ 

ᵒ ⌂ ╩ ∆╢√╘ ה ◦☻♥ⱶ─ ⌐ ╡ ╗⁹ ⌐

⌐≈™≡│ ⌂ ─ ╩ ⌐ ⌐ ╢ ─

≤⌂╢ ⌐≈™≡ ⌐ ∆╢ ⌐ ≠⅝ ∆╢⁹ 

ᵓ 40 ─ ⌂ ─ ─ ╩ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢

√╘ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ≠⅝ ⌐ ╢ ─

≤⌂╢ ≤⇔≡─ ╩ ⌐ ⇔√ ≤⌂╢╟℮ ∆╢⁹ 

ᵔ ⌐ ≠⅝ ╩ ℮⁹ 

 

（４）男女共同参画の推進に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ≤ ⅜ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ה ⇔ ∕╣╩ ⇔╛∆™ ╩

∆╢⁹ 

ᵒ ╩ ⌐∆╢≤≤╙⌐ ─ ╩ ↄ∆╢⁹ 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

╩ ╘╢≤≤╙⌐ ╩ ⇔ ╛ ≤

─ ╩ ╘ ╩ ∆╢⁹ 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

（１）人件費の削減 

    ₈ ≢ ⌂ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌐ ∆╢ ₉

⌐ ≠⅝ ⌐ ∂√ ⌐ ╡ ╖

⅛╠─ ⌐⅔™≡ ỏ ─ ╩ ℮⁹ ⌐ ₈ ≤

⌐ ∆╢ ₉ ⌐ ≠⅝

─ ╩ ╕ⅎ ╩ ╕≢ ∆╢⁹ 

 

（２）人件費以外の経費の削減 

╩ ≤⇔√ ╩ ™ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

─ ─ ה ⌂ ╩ ™ ⌐╙ ∆╢⁹ 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

   ─ ה ╩ ⌐ ⌐╟╢ ╩ ∆╢≤≤╙⌐

┘ ╩ ⇔ ⌐ ∂≡ ⇔╩ ℮⁹ 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

   ─ ה ⌂≥ ─ ⌐╦√╡ ∕─ ╩ⱱכⱶⱭכ☺ ╩

⇔≡ ⌂ ╩ ℮⁹ 

 

３ 戦略的な広報活動の推進に関する目標を達成するための措置 

⌐⅔↑╢ ≤⇔≡ ○ⱨ▫☻─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 
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１ ユニバーサルデザインに関する目標を達成するための措置 

ᵑ ◓ꜝfi♪♦◙▬fi⌐ ≠ↄ ╩ ⇔ ╩ ╘╢⁹ 

ᵒ ⱴⱠ☺ⱷfi♩─ ⌐╟╡ ─ ╩ ∆╢⁹ 

ᵓ ⅜™ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ╕≢ ⇔√ꜞ☻◒ⱴⱠ☺ⱷfi♩╩ ℮√╘─

╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ╩ ה ⇔ ☿◐ꜙꜞ♥▫ ┘ ◖fiⱪꜝ▬▪fi☻╩

∆╢⁹ 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐≈™≡ ┘ ┼─

╩ ⌐ ∆╢⁹ 

 

 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

   

 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

    

 

２ 想定される理由 

   ─ ╣ ┘ ─ ⌐╟╡ ⌐ ≤⌂╢ ≤⇔≡

╡ ╣∆╢↓≤⅜ ↕╣╢⁹ 

 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

  ᵑ ⌐⅔↑╢ ┘ ┘⌐ ─ ⌐ ≤⌂╢

─ ╣⌐ ™ ─ ┘ ⌐≈™≡ ⌐ ∆╢⁹ 

  ᵒ ─ ─  

╩ ∆╢⁹ 

  ᵓ ─ ┘   

╩ ∆╢⁹ 

  ᵔ ─ ─  

╩ ∆╢⁹ 

 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

  ⌐⅔™≡ ⅜ ⇔√ │ ─ ─ ┘ ─ ⌐ ≡

╢⁹ 

 

 

Ⅹ その他 

１．施設・設備に関する計画 

ה ⌐ ∆╢  

ה ─         
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ה  

ה  

ה  

 

ה  

 

18,044  

    ( 1,890) 

 

          (15,614) 

 

ה  

 

               (  540) 

 

⌐≈™≡│ ╖≢№╡ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ─  

 ╩ ⇔√ ה ─ ╛ ╩ ⇔√ ה ─ ⅜  

 ↕╣╢↓≤╙№╢⁹ 

⌐≈™≡│ │ ≤⇔≡ ⇔≡™╢⁹ 

⌂⅔ ─ ה ☿fi♃כ

⌐≈™≡│ ─ ⌐╟╡ ─ ⅜ ↕╣╢√╘

⌂ ⌐≈™≡│ ─ ⌐⅔™≡ ↕╣╢⁹ 

 

２．人事に関する計画 

（１）弾力的な管理運営体制の構築 

⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ╢⁹ ⌐≈™≡ ⅛╠

↔≤─ⱳ▬fi♩ ┼─ ⇔╩ ℮⁹ 

 

（２）優秀な人材の獲得 

ᵑ ┘ ─ ⌐⅔↑╢ ⌐ ≠ↄ

─ ⌂≥ ⌐ ∂√ ╩ ה ∆╢⁹ 

ᵒ ⌐ ╘√◐ꜗꜞ▪Ɽ☻⌐ ∫√ ╩ ℮⁹ 

 

（３）男女共同参画の推進 

  ᵑ ⌂ ─ ⌂≥ ≤ ⅜ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ה ∆

╢⁹ 

  ᵒ ≤ ⅜ ≢⅝╢ ⌂ ─ ─ ⌐╟╡ ╩

⇔╛∆™ ╩ ∆╢⁹ 

  ᵓ ⌐ ≠⅝ ╩ ⌐∆╢≤≤╙⌐

─ ╩ ↄ∆╢⁹ 

 

（４）人件費の削減 

₈ ≢ ⌂ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌐ ∆╢ ₉

⌐ ≠⅝ ⌐ ∂√ ⌐ ╡ ╖

⅛╠─ ⌐⅔™≡ ỏ ─ ╩ ℮⁹ ⌐ ₈ ≤

⌐ ∆╢ ₉ ⌐ ≠⅝

─ ╩ ╕ⅎ ╩ ╕≢ ∆╢⁹ 

 

─ ╖ ( │ ↄ⁹) 

 

３．中期目標期間を超える債務負担 

（長期借入金） 

                                   

 

 
H22 H23 H24 H25 H26 H27 

 

 

 

   

     

     

 1,475 1,458 1,325 1,206 1,187 1,142   7,793  11,149   18,942 
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ה

☿fi♃כ  

⌐≈™≡│ ╖≢№╡ ─ ⌐╟╡ ↕╣╢↓≤╙№╢⁹ 

 

４．積立金の使途 

⌐≈™≡│, ─ ─ ⌐ ≡╢⁹ 

ᵑ ─  

ᵒ ꜠☺♦fi♩Ɫ►☻ ─  

ᵓ ⌐ ╢ ─  

ᵔ ∕─ ⌐ ╢ ┘∕─  

 

 

 

 

 



大学等名  広島大学

（単位：百万円）

金　　額

　収入

運営費交付金 158,220

施設整備費補助金 1,890

船舶建造費補助金 0

国立大学財務・経営センター施設費交付金 540

自己収入 184,379

授業料及び入学料検定料収入 54,888

附属病院収入 127,783

財産処分収入 0

雑収入 1,708

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 29,259

長期借入金収入 15,614

389,902

　支出

業務費 331,967

教育研究経費 214,816

診療経費 117,151

施設整備費 18,044

船舶建造費 0

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 29,259

長期借入金償還金 10,632

389,902

［人件費の見積り］

中期目標期間中総額 202,323百万円を支出する。（退職手当は除く。）

　注）人件費の見積りについては、平成23年度以降は平成22年度の人件費見積り額を踏まえ試算

　　している。

　注）退職手当については、広島大学職員退職手当規則に基づいて支給することとするが、運営

　　費交付金として交付される金額については、各事業年度の予算編成過程において国家公務員

　　退職手当法に準じて算定される。

　注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。

(別紙)予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

計

計

区　　分

平成22年度～平成27年度　予算

１．予算
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［運営費交付金の算定方法］

○　毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それぞれに対応した数式

　により算定して決定する。

Ⅰ〔一般運営費交付金対象事業費〕

　　①「教育研究等基幹経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年

　　　度におけるＥ（ｙ）。

        ・　学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づく教員にかかる給

　　　　　与費相当額及び教育研究経費相当額。

        ・　附属学校の教育研究に必要な教職員のうち、標準法に基づく教員にかかる給与費相

　　　　　当額。

　　②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｆ（ｙ－１）は直前の事業年

　　　度におけるＦ（ｙ）。

　　　　・　学部・大学院及び附属学校の教育研究に必要な教職員（①にかかる者を除く。）の

　　　　　人件費相当額及び教育研究経費。

　　　　・　附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額及び教育研究診療

　　　　　経費。

　　　　・　附置研究所及び附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費。

        ・　法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び管理運営経費。

        ・　教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる経費。

　〔一般運営費交付金対象収入〕

　　③「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額及

　　　び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。（平成22年度入学料免除率で算出される

　　　免除相当額及び平成22年度授業料免除率で算出される免除相当額については除外。）

  　④「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授業料収入（収容定員

　　　超過分等）及び雑収入。平成22年度予算額を基準とし、第２期中期目標期間中は同額。

Ⅱ〔特別運営費交付金対象事業費〕

  　⑤「特別経費」：特別経費として、当該事業年度において措置する経費。

Ⅲ〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕

　　⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。

Ⅳ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕

　　⑦「一般診療経費」：当該事業年度において附属病院の一般診療活動に必要となる人件費相

　　　当額及び診療行為を行う上で必要となる経費の総額。Ｊ（ｙ－１）は直前の事業年度にお

　　　けるＪ（ｙ）。

　　⑧「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度において措置する経費。

　〔附属病院運営費交付金対象収入〕                                    

　　⑨「附属病院収入」：当該事業年度において附属病院における診療行為によって得られる収

　　　入。Ｌ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＬ（ｙ）。

１．毎事業年度の一般運営費交付金は、以下の数式により算定する。

運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ）＋ Ｄ（ｙ）
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　　Ａ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）－ Ｇ（ｙ）

　（１）Ｅ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ－１）× β（係数）

　（２）Ｆ（ｙ）＝｛Ｆ（ｙ－１）× α（係数）｝× β（係数）± Ｓ（ｙ）± Ｔ（ｙ）

　　　　　　　　　± Ｕ（ｙ）

　（３）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｅ（ｙ）：教育研究等基幹経費（①）を対象。

　　Ｆ（ｙ）：その他教育研究経費（②）を対象。

　　Ｇ（ｙ）：基準学生納付金収入（③）、その他収入（④）を対象。

　　Ｓ（ｙ）：政策課題等対応補正額。

            　新たな政策課題等に対応するための補正額。各事業年度の予算編成過程において

              当該事業年度における具体的な額を決定する。

　　Ｔ（ｙ）：教育研究組織調整額。

           　 学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。

            　各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定

　　　　　　　する。

　　Ｕ（ｙ）：施設面積調整額。

           　 施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額。

          　  各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定

　　　　　　　する。

２．毎事業年度の特別運営費交付金は、以下の数式により算定する。

　　Ｂ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｈ（ｙ）：特別経費（⑤）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するために必

　　　　　　　要となる経費を含よ



　　

--------------------------------------------------------------------------------------

　±Ｈ（ｙ）３  別経費 ⑤）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するっ）



　　　　　事業年度における具体的な額を決定する。

　　

　（１ Ｓ（ｙ）＝ÇＳ（ｙ－１革±`Ｈ（ｙ）

　（２ Ｓ（ｙ）＝ÑＨ（ｙ）　（３ Ｓ（ｙ）＝çＳ（ｙ－１革± Ｇ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　╬Ｓ（ｙ 別経費 ④）を対象。

　▼Ｓ（ｙ 幹経費 ④）を対象。

　◦Ｓ（ｙ   `Ｈ（ｙ 別経の調整額。             下╥予 題 て 業年度֚ 別 整 するための調整ת　 ,。



　　　　　　　事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定す

　　　　　　　る。

    Ｗ（ｙ）：附属病院収入調整額。

            　直近の決算結果等を当該年度の附属病院収入の額に反映させるための調整額。各

　　　　　　　事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定す

　　　　　　　る。

　【諸係数】

α（アルファ）：大学改革促進係数。

              　第２期中期目標期間中に各国立大学法人における組織改編や既存事業の見直し

　　　　　　　　等を通じた大学改革を促進するための係数。

              　現時点では確定していないため、便宜上平成22年度予算編成時と同様の考え方

　　　　　　　　で△1.4％とする。

          　    なお、平成23年度以降については、今後の予算編成過程において具体的な係数

　　　　　　　　値を決定する。

β（ベータ）：教育研究政策係数。

              物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案して必要に

　　　　　　　応じ運用するための係数。

              各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定

　　　　　　　する。

注）中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の下に試算されたもの

　であり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程において決定される。

　　なお、「特別運営費交付金」及び「特殊要因運営費交付金」については、平成23年度以降は

　平成22年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額の変動が予想される

　ため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。

注）施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金及び長期借入金収入は、

　「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

注）自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、平成22年度の受入見込額

　により試算した収入予定額を計上している。

注）産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。

注）業務費及び施設整備費については、中期目標期間中の事業計画に基づき試算した支出予定額

　を計上している。

注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行

　われる事業経費を計上している。

注）長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、平成22年度の償還見込額により試算

　した支出予定額を計上している。

注）上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は１とし、「政策課題等対応

　補正額」、「教育研究組織調整額」、「施設面積調整額」、「一般診療経費調整額」及び「附

　属病院収入調整額」  については、０として試算している。
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大学等名  広島大学

（単位：百万円）

金　　額

費用の部 369,065

経常費用 369,065

業務費 338,141

教育研究経費 49,855

診療経費 50,148

受託研究費等 20,203

役員人件費 791

教員人件費 138,026

職員人件費 79,118

一般管理費 10,408

財務費用 1,782

雑損 0

減価償却費 18,734

臨時損失 0

収入の部 371,686

経常収益 371,686

運営費交付金収益 155,747

授業料収益 41,041

入学金収益 6,874

検定料収益 1,402

附属病院収益 127,783

受託研究等収益 20,203

寄附金収益 8,274

財務収益 303

雑益 1,405

資産見返負債戻入 8,654

臨時利益 0

純利益 2,621

総利益 2,621

注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

注）純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備のための

　借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計上の観念的な利益

　を計上している。

２．収支計画

区　　分

平成22年度～平成27年度　収支計画



大学等名  広島大学

（単位：百万円）

金　　額

資金支出 393,810

業務活動による支出 348,870

投資活動による支出 30,400

財務活動による支出 10,632

次期中期目標期間への繰越金 3,908

資金収入 393,810

業務活動による収入 371,858

運営費交付金による収入 158,220

授業料及び入学料検定料による収入 54,888

附属病院収入 127,783

受託研究等収入 20,203

寄附金収入 8,809

その他の収入 1,955

投資活動による収入 2,430

施設費による収入 2,430

その他の収入 0

財務活動による収入 15,614

前中期目標期間よりの繰越金 3,908

注）施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業

　にかかる交付金を含む。

３．資金計画

区　　分

平成22年度～平成27年度　資金計画
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中期目標の別表１（学部，研究科） 
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部 

総合科学部 

文学部 

教育学部 

法学部 

経済学部 

理学部 

医学部 

歯学部 

薬学部 

工学部 

生物生産学部 

研 
 

究 
 

科 

総合科学研究科 

文学研究科 

教育学研究科 

社会科学研究科 

理学研究科 

先端物質科学研究科 

医歯薬保健学研究科 

工学研究科 

生物圏科学研究科 

国際協力研究科 

法務研究科（法科大学院） 
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中期目標の別表２（共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用拠点） 

 （共同利用・共同研究拠点） 

原爆放射線医科学研究所 

放射光科学研究センター 

（教育関係共同利用拠点） 

食料の生産環境と食の安全に配慮した循環型酪農教育拠点 

（広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター西条ステーション（農場）） 

瀬戸内海における洋上里海教育のための共同利用拠点 

（広島大学生物生産学部附属練習船豊潮丸） 

瀬戸内海における里海学フィールド教育拠点 

（広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター竹原ステーション（水産実験所）） 



中期計画の別表（収容定員）

 総合科学部 ５２０ 人
 文学部 ５８０ 人
 教育学部 １，９８０ 人

 法学部 ７６０ 人
 経済学部 ８８０ 人
 理学部 ９４０ 人
 医学部 １，１４７ 人

　  歯学部 ５１５ 人

 薬学部 ２７８ 人
平  工学部 １，９８０ 人

 生物生産学部 ３８０ 人
 総合科学研究科 １８０ 人　

成  文学研究科 ２２４ 人　

 教育学研究科 ４６１ 人　

22
 社会科学研究科 ２４１ 人　

 理学研究科 ４５３ 人　
年

 先端物質科学研究科 ２１８ 人　

度  保健学研究科 １１９ 人　

 工学研究科 ６５４ 人　

 生物圏科学研究科 ２４５ 人　

 医歯薬学総合研究科 ５７５ 人　

 国際協力研究科 ２５０ 人　

 法務研究科 １６８ 人

　　　　　　　うち修士課程　１２０人
　　　　　　　　　博士課程　　６０人

  　　　 　 （うち教員養成に係る分野　７２０人）

　　　　　　（うち医師養成に係る分野　６２７人）

　　　　　　（うち歯科医師養成に係る分野　３５５人）

　　　　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　　　博士課程　　９６人

　　 　　　 　うち修士課程　３１４人
　　　　　　　  　博士課程　１４７人

　　　　  　　うち修士課程　１６０人



 総合科学部 ５２０ 人
 文学部 ５８０ 人
 教育学部 １，９８０ 人

 法学部 ７６０ 人
 経済学部 ８８０ 人
 理学部 ９４０ 人
 医学部 １，１６４ 人

　  歯学部 ５０８ 人

 薬学部 ３１６ 人
平  工学部 １，９８０ 人

 生物生産学部 ３８０ 人
 総合科学研究科 １８０ 人　

成  文学研究科 ２２４ 人　

 教育学研究科 ４６１ 人　

23
 社会科学研究科 ２４１ 人　

 理学研究科 ４５３ 人　
年

 先端物質科学研究科 ２１８ 人　

度  保健学研究科 １１９ 人　

 工学研究科 ７２３ 人　

 生物圏科学研究科 ２４５ 人　

 医歯薬学総合研究科 ５５６ 人　

 国際協力研究科 ２５０ 人　

 法務研究科 １５６ 人
　　　　　　（うち専門職学位課程　１５６人）

　　　　　　　うち修士課程　１０４人
　　　　　　　　　博士課程　４５２人

　　　　　　　うち修士課程　１４２人
　　　　　　　　　博士課程　１０８人

　　　　　　　うち修士課程　４８０人
　　　　　　　　　博士課程　２４３人

　　　　　　　うち修士課程　１４６人
　　　　　　　　　博士課程　　９９人

　 　 　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　  　博士課程　　９０人

　　　　　  　うち修士課程　　６８人
　　　　　　　  　博士課程　　５１人

　　　　  　　うち修士課程　１６０人
　　　　　　　　  博士課程　　８１人

　　　  　　　うち修士課程　２６４人
　　　　　　　  　博士課程　１８９人

　　　　　　　　　博士課程　　６０人

  　　　 　 （うち教員養成に係る分野　７２０人）

　　　　　　（うち医師養成に係る分野　６４４人）

　　　　　　（うち歯科医師養成に係る分野　３４８人）

　　　　　　　うち修士課程　１２０人

　　　　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　　　博士課程　　９６人

　　 　　　 　うち修士課程　３１４人
　　　　　　　  　博士課程　１４７人
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 総合科学部 ５２０ 人
 文学部 ５８０ 人
 教育学部 １，９８０ 人

 法学部 ７６０ 人
 経済学部 ８８０ 人
 理学部 ９４０ 人
 医学部 １，１８１ 人

　  歯学部 ５０１ 人

 薬学部 ３１６ 人
平  工学部 １，９８０ 人

 生物生産学部 ３８０ 人
 総合科学研究科 １８０ 人　

成  文学研究科 ２２４ 人　

 教育学研究科 ４６１ 人　

24
 社会科学研究科 ２４１ 人　

 理学研究科 ４５３ 人　
年

 先端物質科学研究科 ２１８ 人　

度  保健学研究科 ６８ 人　

 医歯薬保健学研究科 １９５ 人　

 工学研究科 ７２３ 人　

 生物圏科学研究科 ２４５ 人　

 医歯薬学総合研究科 ３８９ 人　

 国際協力研究科 ２５０ 人　

 法務研究科 １４４ 人

　　　　　　　うち修士課程　１４２人
　　　　　　　　　博士課程　１０８人

　　　　　　（うち専門職学位課程　１４４人）

　　　　　　　うち修士課程　１４６人
　　　　　　　　　博士課程　　９９人

　　　　　　　うち修士課程　　５２人
　　　　　　　　　博士課程　３３７人

　　　　　  　うち修士課程　　３４人
　　　　　　　  　博士課程　　３４人

　　　　　　　うち修士課程　４８０人
　　　　　　　　　博士課程　２４３人

　　　　　  　うち修士課程　　７６人
　　　　　　　  　博士課程　１１９人

　　　  　　　うち修士課程　２６４人
　　　　　　　  　博士課程　１８９人

　 　 　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　  　博士課程　　９０人

　　 　　　 　うち修士課程　３１４人　　　　　 　　　　博士課程　 ８０人



 総合科学部 ５２０ 人
 文学部 ５８０ 人
 教育学部 １，９８０ 人

 法学部 ７６０ 人
 経済学部 ８８０ 人
 理学部 ９４０ 人
 医学部 １，２０１ 人

　  歯学部 ４９４ 人

 薬学部 ３１６ 人
平  工学部 １，９８０ 人

 生物生産学部 ３８０ 人
 総合科学研究科 １８０ 人　

成  文学研究科 ２２４ 人　

 教育学研究科 ４６１ 人　

25
 社会科学研究科 ２４１ 人　

 理学研究科 ４５３ 人　
年

 先端物質科学研究科 ２１８ 人　

度  保健学研究科 １７ 人　

 医歯薬保健学研究科 ３９０ 人　

 工学研究科 ７２３ 人　

 生物圏科学研究科 ２４５ 人　

 医歯薬学総合研究科 ２２２ 人　

 国際協力研究科 ２５０ 人　

 法務研究科 １４４ 人
　　　　　　（うち専門職学位課程　１４４人）

　　　　　　（うち博士課程　２２２人）

　　　　　　　うち修士課程　１４２人
　　　　　　　　　博士課程　１０８人

　　　　　　　うち修士課程　４８０人
　　　　　　　　　博士課程　２４３人

　　　　　　　うち修士課程　１４６人
　　　　　　　　　博士課程　　９９人

　 　 　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　  　博士課程　　９０人

　　　　　  （うち博士課程　　１７人）

　 　 　　　　うち修士課程　１５２人
　　　　　　　  　博士課程　２３８人

　　　　  　　うち修士課程　１６０人
　　　　　　　　  博士課程　　８１人

　　　  　　　うち修士課程　２６４人
　　　　　　　  　博士課程　１８９人

　　　　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　　　博士課程　　９６人

　　 　　　 　うち修士課程　３１４人
　　　　　　　  　博士課程　１４７人

　　　　　　（うち医師養成に係る分野　６８１人）

　　　　　　（うち歯科医師養成に係る分野　３３４人）

　　　　　　　うち修士課程　１２０人
　　　　　　　　　博士課程　　６０人

  　　　 　 （うち教員養成に係る分野　７２０人）
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 総合科学部 ５２０ 人
 文学部 ５８０ 人
 教育学部 １，９８０ 人

 法学部 ７６０ 人
 経済学部 ８８０ 人
 理学部 ９４０ 人
 医学部 １，２２１ 人

　  歯学部 ４８７ 人

 薬学部 ３１６ 人
平  工学部 １，９８０ 人

 生物生産学部 ３８０ 人
 総合科学研究科 １８０ 人　

成  文学研究科 ２２４ 人　

 教育学研究科 ４６１ 人　

26
 社会科学研究科 ２４１ 人　

 理学研究科 ４５３ 人　
年

 先端物質科学研究科 ２１８ 人　

度  医歯薬保健学研究科 ５０９ 人　

 工学研究科 ７２３ 人　

 生物圏科学研究科 ２４５ 人　

 医歯薬学総合研究科 １０３ 人　

 国際協力研究科 ２５０ 人　

 法務研究科 １４４ 人

　　　　　　　うち修士課程　１４６人
　　　　　　　　　博士課程　　９９人

　　　　　　（うち博士課程　１０３人）

　　　　　  　うち修士課程　１５２人
　　　　　　　  　博士課程　３５７人

　　　　　　　うち修士課程　１４２人
　　　　　　　　　博士課程　１０８人

　　　　　　（うち専門職学位課程　１４４人）

　　　　　　　うち修士課程　４８０人
　　　　　　　　　博士課程　２４３人

　　　  　　　うち修士課程　２６４人
　　　　　　　  　博士課程　１８９人

　 　 　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　  　博士課程　　９０人

　　 　　　 　うち修士課程　３１４人
　　　　　　　  　博士課程　１４７人

　　　　  　　うち修士課程　１６０人
　　　　　　　　  博士課程　　８１人

　　　　　　　うち修士課程　１２０人
　　　　　　　　　博士課程　　６０人

　　　　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　　　博士課程　　９６人

  　　　 　 （うち教員養成に係る分野　７２０人）

　　　　　　（うち医師養成に係る分野　７０１人）

　　　　　　（うち歯科医師養成に係る分野　３２７人）
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 総合科学部 ５２０ 人
 文学部 ５８０ 人
 教育学部 １，９８０ 人

 法学部 ７６０ 人
 経済学部 ８８０ 人
 理学部 ９４０ 人
 医学部 １，２１１ 人

　  歯学部 ４８０ 人

 薬学部 ３１６ 人
平  工学部 １，９８０ 人

 生物生産学部 ３８０ 人
 総合科学研究科 １８０ 人　

成  文学研究科 ２２４ 人　

 教育学研究科 ４６１ 人　

27
 社会科学研究科 ２４１ 人　

 理学研究科 ４５３ 人　
年

 先端物質科学研究科 ２１８ 人　

度  医歯薬保健学研究科 ６０６ 人　

 工学研究科 ７２３ 人　

 生物圏科学研究科 ２４５ 人　

 国際協力研究科 ２５０ 人　

 法務研究科 １３２ 人

　　 　　　 　うち修士課程　３１４人
　　　　　　　  　博士課程　１４７人

　　　　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　　　博士課程　　９６人

　　　　　　（うち医師養成に係る分野　７１１人）

　　　　　　（うち歯科医師養成に係る分野　３２０人）

　　　　　　　うち修士課程　１２０人
　　　　　　　　　博士課程　　６０人

  　　　 　 （うち教員養成に係る分野　７２０人）

　　　　  　　うち修士課程　１６０人
　　　　　　　　  博士課程　　８１人

　　　  　　　うち修士課程　２６４人
　　　　　　　  　博士課程　１８９人

　 　 　　　　うち修士課程　１２８人
　　　　　　　  　博士課程　　９０人

　　　　　  　うち修士課程　１５２人
　　　　　　　  　博士課程　４５４人

　　　　　　　うち修士課程　４８０人
　　　　　　　　　博士課程　２４３人

　　　　　　　うち修士課程　１４６人
　　　　　　　　　博士課程　　９９人

　　　　　　（うち専門職学位課程　１３２人）

　　　　　　　うち修士課程　１４２人
　　　　　　　　　博士課程　１０８人
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